
注 文 書

契 約 番 号 2025001392

業 務 名 大崎市消防ポンプ置場新築工事（岩出山地域 外）監理業務

業 務 場 所 大崎市岩出山池月字上宮根岸前 102 番地 1 外

履 行 期 限 令和 8 年 3 月 27 日

添 付 書 類
１．特 記 仕 様 書

２．参 考 明 細 書

３．位 置 図

４．新築工事の注文書

暴力団等の排除について

（１） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日

施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約

を解除することがある。

（２） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，

若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，

排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求める

ことがある。

（３） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）

から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な

協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託

をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行う

よう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及

び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められ

るときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。



1 / 8

建築工事監理業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１．契約番号及び名称 （ 2025001392 ）

（大崎市消防ポンプ置場新築工事（岩出山地域 外）監理業務）

２．対象施設の概要

この工事監理業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は，以下の

とおりとする。

(1) 対象施設名称

（ 大崎市消防ポンプ置場（岩出山地域） ）

（ 大崎市消防ポンプ置場（鳴子温泉地域） ）

(2) 敷地の場所

（ 大崎市岩出山池月字上宮根岸前 102 番地 1 ）

（ 大崎市鳴子温泉字新屋敷 58 番地 5，65 番地 3 ）

(3) 施設用途 （ 消防ポンプ置場 ）

平成 31 年国土交通省告示第 98 号 別添二 第一号第１類 とする。

対象工事の工事費全体予定額 （ 未定 ）千円（税抜き）

３．対象工事の概要

この工事監理業務の対象工事の名称，工期及び請負契約概要は，別紙 1のとおりとす

る。

Ⅱ 業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は，「宮城県建築工事監理業務委託共通仕様書 （令

和 3年 4月版）」（土木部営繕課・設備課制定，以下共通仕様書という）による。

１．特記仕様書の適用

この仕様書に記載された特記事項については◎印及び※印の付いたものを適用する。

２．管理技術者等の資格要件

業務の実施にあたっては，下記の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した

体制とする。なお「管理技術者等」とは，管理技術者・担当技術者を総称していう。
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(1) 管理技術者

管理技術者は，建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による下記の資格を有し，設

計図書の設計内容を的確に掌握するとともに，工事監理等についての高度な技術能

力を有する者とする。

・ 一級建築士

・ 建築設備士

◎ 一級建築士又は二級建築士

(2) 担当技術者

※ 担当技術者は，設計図書の設計内容を的確に判断するとともに，工事監理等に

ついての技術能力及び経験を有する者とする。

※ 担当技術者の中から，建築（意匠および構造），電気設備，機械設備の各部門

毎の責任者として，担当主任技術者を１名ずつ選定し，配置する。

◎ 建築担当主任技術者は，（ ・ 一級建築士 ◎ 一級建築士又は二級建築士 ）

であること。

◎ 構造担当主任技術者は，（ ・ 一級建築士 ◎ 一級建築士又は二級建築士 ）

であること。

◎ 電気設備担当主任技術者は（ ・建築設備士 ◎ 一級建築士又は二級建築士 ）

であること。

・ 電気設備担当主任技術者は，電気設備設計または電気設備工事監理の実務経験

10 年以上の者であること。

(3) 管理技術者等の兼務

※ 管理技術者は，以下の部門に限り担当主任技術者と兼務することができる。

※ 建築（意匠）

※ 建築（構造）

※ 電気設備

※ 担当主任技術者及び担当技術者は，以下の部門に限り兼務することができる。

※ 建築（意匠）と建築（構造）

◎ 建築（意匠），建築（構造），電気設備のすべて

３．工事監理業務の内容

工事監理業務の内容は，共通仕様書「第２章工事監理業務の内容」に規定する項目の

ほか，以下のものとし，各項の詳細な方法については，監督職員の指示による。また，
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業務内容に疑義が生じた場合には，速やかに監督職員と協議する。

なお，工事監理業務の内容には，別紙２に示す対象外業務は含まれない。

(1) 工事監理に関する業務

ａ．工事監理方針の説明等

1) 工事監理方針の説明

◎ 監督職員への説明

◎ 工事受注者等への説明

2) 工事監理方法変更の場合の協議

ｂ．設計図書の内容把握等の業務

1) 設計図書の内容の把握

◎ 設計図書の内容の把握，検討

2) 質疑書の検討

◎ 質問解答書の内容の把握，検討

ｃ．施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務

1) 施工図等の検討及び報告

検討にあたっては，設計図書との食い違いの有無等整合性の確認，納まり

の確認，建築工事と設備工事との整合の確認等について，十分留意する。

施工図の検討をより効率的に行うために，施工図作成の基礎となる総合図

を作成した場合には，総合図についても検討を行うこととする。

◎ 施工図の検討

◎ 総合図の検討

2) 工事材料，設備機器等の検討及び報告

ｄ．工事と設計図書との照合及び確認

1) 工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認

設計図書に定めのある方法による確認のほか，目視による確認，抽出によ

る確認，工事受注者から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で

行うこととする。

2) 工事受注者との打ち合わせ
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※設計図書について工事受注者等より質疑があった場合，工事受注者等と十

分に調整の上，監督職員と協議する。

3) 図面等の作成

図面等の作成とは，設計図書の内容を工事受注者等に技術的な観点から補足

し，伝達するための詳細図等の作成に限る。

e．工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等

f．業務報告書等の提出

※複数の工事監理業務を並行して受託している場合は，業務報告書をまとめ

て提出することができる。

(2) 工事監理に関するその他の業務

ａ．請負代金内訳書の検討及び報告

ｂ．工程表の検討及び報告

◎ 実施工程表の検討

ｃ．設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告

ｄ．工事と工事請負契約との照合，確認，報告

1) 工事と工事請負契約との照合，確認，報告

2) 工事請負契約に定められた指示，検査等

3) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査

e．関係機関の検査の立会等

1) 関係官公庁への手続等については，建築基準法等の法令に基づく官公庁等の

検査（建築主事，消防等関係官署の検査）に必要な書類の原案を作成し監督職

員に提出し，検査に立会わなければならない。

◎ 建築基準法に基づく各種検査

◎ 消防法に基づく各種検査

2) 完成図の確認に関する業務

(3) 追加業務

追加業務は，次に揚げる業務とする。各項に定めた確認及び詳細な方法につい

ては，監督職員の指示による。また，業務内容に疑義が生じた場合には速やかに

監督職員と協議を行う。

ａ．関連工事の調整に関する業務

◎ 工事が複数の工事受注者等に分割されて行われ，それらの工事が他の工事
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と密接に関連する場合は，必要に応じて工事受注者等の協力を得て調整を行う

べき事項を検討し，その結果を監督職員に報告する。

ｂ．施工計画等の特別の検討・助言に関する業務

・ 現場，製作工場などにおける次に揚げる特殊な作業方法及び工事用機械器

具について，その妥当性を技術的に検討し，工事受注者等に対して示現するべ

き事項を監督職員に報告する。

ｃ．完成図の確認

◎ 設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について，その内容

が適切であるか否かを確認し，監督職員に報告する。

◎ 確認の結果，適切でないと認められる場合には，工事受注者等に対して修

正を求めるべき事項を検討し，その結果を監督職員に報告する。

４． 業務の実施

(1) 適用基準等

特記なき場合は，国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものを準拠す

る。

ａ．建築（年 版 等）

◎ 公共建築工事標準仕様書 （ 最新版 ）

◎ 公共建築改修工事標準仕様書 （ 最新版 ）

◎ 建築物解体工事共通仕様書 （ 最新版 ）

◎ 木造建築工事共通仕様書 （ 最新版 ）

◎ 建築工事標準詳細図 （ 最新版 ）

※ 官庁施設の総合耐震計画基準 （ 最新版 ）

※ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （ 最新版 ）

※ 建築工事設計図書作成基準 （ 最新版 ）

ｂ．設備

◎ 建築設備設計基準（平成21年版）

◎ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （ 最新版 ）

◎ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （ 最新版 ）

◎ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （ 最新版 ）

◎ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ）

◎ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （ 最新版 ）



6 / 8

◎ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （ 最新版 ）

※ 官庁施設の総合耐震計画基準 （ 最新版 ）

※ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 （ 最新版 ）

※ 建築設備計画基準 （ 最新版 ）

※ 建築設備設計計算書作成の手引 （ 最新版 ）

ｃ．共通

◎ 対象工事の設計図書（ａおよびｂに示されたものを除く）

◎ 営繕工事監理業務分担表（土木部営繕課・設備課制定 平成21年8月版）

なお，「営繕工事監理業務分担表」は，宮城県土木部営繕課のホームページ

（http://www.pref.miyagi.jp/eizen/）に掲載している。

(2) 打合せ及び記録

ａ．監督職員と受注者との打合せについては，次の時期に行う。

1) 業務着手時

2) 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時

3) その他（ ）

ｂ．管理技術者は工事監理業務が適切に行われるよう，工事受注者等と定期的かつ

密接に連絡をとり，施工状況について把握しなければならない。

(3) 資料の貸与及び返却

業務着手時に下記の資料を貸与する。

※ 対象工事の設計図書

(4) 提出書類等

各種書類の提出場所は大崎市総務部防災安全課とする。

書類の提出部数は原則として１部とするが，監督職員が特に必要と認める場合は，

その指示による。



7 / 8

別紙１ 工事監理業務の対象工事等

１ 対象工事の名称 ・大崎市消防ポンプ置場新築工事（岩出山地域 外）

２ 対象工事の場所 ・大崎市岩出山池月字上宮根岸前 102 番地 1

・大崎市鳴子温泉字新屋敷 58 番地 5，65 番地 3

３ 工 事 期 限 令和 8年 3月 13 日まで

４ 請負契約の概要

工事の概要

・ 建物概要 （岩出山地域）

構 造 ： 木造平屋建

規 模 ： 延床面積 24.84 ㎡

棟 数 ： 1棟

（鳴子温泉地域）

構 造 ： 木造平屋建

規 模 ： 延床面積 24.84 ㎡

棟 数 ： 1棟

・ 建築工事概要

直接仮設，土工，地業，鉄筋，コンクリート，型枠，タイル，木工，

屋根及びとい，金属，建具，塗装，内外装，ユニット及びその他，排

水，構内舗装，電灯設備
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表２ 工事監理に関する標準的な対象外業務率

業務項目 対象外業務の要素

工事監

理に係

る業務

（1）工事監理方針の説明等

（ⅰ）工事監理方針の説明

監督職員が具体的な工

事監理マニュアル等を

提示

（ⅱ）工事監理方法変更の場合の協議 すべて対象業務

（2）設計図書の内容の把握

等の業務

（ⅰ）設計図書の内容の把握 監督職員が適切に助言

（ⅱ）質疑書の検討 監督職員が適切に助言

（3）施工図等を設計図書に

照らして検討及び報告する

業務

（ⅰ）施工図等の検討及び報告 すべて対象業務

（ⅱ）工事材料、設備機器等の検討及

び報告
すべて対象業務

（4）工事と設計図書との照合及び確認 すべて対象業務

（5）工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 監督職員が適切に助言

（6）工事監理報告書の提出 すべて対象業務

工事監

理に関

するそ

の他の

業務に

係る対

象外業

務率

（1）請負代金内訳書の検討及び報告 対象外業務

（2）工程表の検討及び報告 すべて対象業務

（3）設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 すべて対象業務

（4）工事と工事請負契約と

の照合，確認，報告等

（ⅰ）工事と工事請負契約との照合，

確認，報告

工事請負契約について

は主に監督職員が照

合・確認・報告等を行う

（ⅱ）工事請負契約に定められた指

示、検査等
同上

（ⅲ）工事が設計図書の内容に適合し

ない疑いがある場合の破壊検査
すべて対象業務

（5）工事請負契約の目的物の引渡しの立会い 対象外業務

（6）関係機関の検査の立会い等
必要に応じて監督職員

が立ち会う

（7）工事費支払いの審査

（ⅰ）工事期間中の工事費支払い請求

の審査
対象外業務

（ⅱ）最終支払い請求の審査 対象外業務



形　状　寸　法 単  位 数  量 単  価 金      額 摘　　　　要

人

式 1.0 

式 1.0 

10%

明　細　書 大崎市消防ポンプ置場新築工事（岩出山地域　外）監理業務

名          称

直接人件費

諸経費

技術料等経費

小計

消費税

合計



  

位置図
（岩出山地域）

消防ポンプ小屋建設個所

（大崎市岩出山池月字上宮

根岸前102-1）



  

位置図
（鳴子温泉地域）

消防ポンプ小屋建設個所

（大崎市鳴子温泉字新屋敷

58-5，65-3）



特 記 仕 様 書

第１章 総 則

１．本工事は総て設計図書，本特記仕様書，国交省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準

仕様書（最新版），公共建築改修工事標準仕様書（最新版）による外，大崎市契約規則及び工

事に関する市の規則等に基づいて施工し，さらに施工にあたっては工事箇所及び周辺にある

既存の施設，地上地下の工作物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有，もしくは所有者の

立会いを得て施工を行い，もし損害等を与えた場合は請負者の責任において処置しなければ

ならない。

第２章 材 料

１．工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする。

第３章 建設副産物処理

１．本工事において発生する建設副産物については，『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に

基づき適正に処理すること。

２．屋外及び敷地周辺の後片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用については本工

事に含まれているので，適正に処理すること。

３．当該工事受注後は，速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画

書，及び建設産業物処理計画書を作成し，提出するものとする。

４．建設産業物を処理した後は，速やかに建設副産物処理結果報告書に，処理状況を確認できる

写真及び建設産業物処理に係るマニフェストを提出するものとする。

第４章 その他

１．本工事に着手する前に，必要であれば関係官庁との協議を行い，第三者へ支障のないように

努めること。

２．本工事等における下請負・資材調達は，大崎市内の企業を活用することを原則とする。また，

工事着手後に発注者が指定した主要資材については，工事完了時に主要資材市内調達調書を提

出すること。

３．工事等の実施にあたり，東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用

に努めること。

４．暴力団の排除について

（1） この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成 25年 6月 1日施行。
以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除すること

がある。

（2） 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，若しく
は受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，排除規則の

措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

（3） この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から



不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行う

とともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴

力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必

要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

５．工期について

工期は，大崎市議会において，本工事に係る歳出予算の繰越等について議決又は承認され

た場合に限り，延長することができるものとする。

６．その他

本工事は，週休２日工事【発注者指定型（現場閉所型）・発注者指定型（交代制）】の対象

である。

受注者は，対象期間の開始日から２８日毎に，休日等の取得の実績が確認できる休日等取

得実績書を作成し，発注者へ提出するものとする。

当初積算時には４週８休以上を確保した場合の経費の補正を行っており，設計変更時に達

成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。


